
 

 

 

 

 

 

平成３０年７月１０日 

午 後 ５ 時 ２ ０ 分 

第八管区海上保安本部 
  
大雨特別警報に伴う八本部の対応について 

（第４報） 
  

 

６日から７日にかけて京都府、兵庫県北部、鳥取県に発令された大雨

特別警報に伴う１０日の第八管区海上保安本部の対応については以下の

とおり。 

 

１ 対応状況（午後４時現在） 

  大雨特別警報に伴う第八管区海上保安本部対策本部設置継続中 

 

２ 被害状況等 

（１）沿岸被害状況等 

新たな被害の情報なし 

    

（２）海難等発生状況 

   京都府高野川城屋付近行方不明者捜索対応 

 

３ １０日の対応勢力（７月６日～７月１０日の延べ数） 

巡視船艇等： ６隻（延べ巡視船２隻、巡視艇６隻、その他４隻） 

航空機：   ０機（延べ固定翼３機、回転翼２機） 

 

４ １０日の被害状況調査等 

対応：舞鶴海上保安部 

巡視船だいせん、巡視艇あおい、ゆらかぜ 

 巡視船わかさ搭載艇３隻 

午前７時５０分から午前１０時１０分の間、舞鶴港内の被害状況調 

査に合わせ、高野川行方不明者捜索実施、手掛かりなし 

 

 

【問合せ先】 

 第八管区海上保安本部 

  総務部総務課 広報・地域連携室 

     大戸 田中 

  TEL:(0773)76-4100（内線2111・2117） 



 

 

 

 

５ 海上漂流物に関する地域航行警報等（海の安全情報、AIS注意情報含む） 

（１） 越前岬から南西約９海里の位置（北緯３５度５６分、東経１３５度５ 

３分）にて木材１本（長さ約９ｍ）が漂流している旨の地域航行警報

等を１０日午前９時１５分に発出しています。 

（２）鳥取港（第１防波堤東端と第２防波堤北端との間）周辺の水深が約 

０．６ｍから約４ｍ減少している旨の地域航行警報等を１０日午後 

２時４０分に発出しています。 

   


